
「トイレの詰まりをきっかけとした高額な修理契約に係る紛争」は 

あっせん解決しました （東京都消費者被害救済委員会報告） 

令和３年 10月 15 日  

生 活 文 化 局  
 

 

 

 

令和２年度に都内の消費生活センターに寄せられたトイレの詰まり解消等修理に関する相談
は、前年度の約３倍と若年層を中心に急増しました。 
 緊急性の高い修理等自ら訪問を要請した
本件のトラブルに関して、法的な考え方や問
題点を整理して、今後の同種・類似紛争の解
決にも役立てるため、都は、東京都消費者被
害救済委員会（会長 村千鶴子 弁護士・東京
経済大学現代法学部教授）に標記紛争の解決
を付託していました。本日、同委員会から知
事に、あっせん解決したと報告がありました
ので、お知らせします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
  
 
 

 

  

【紛争の概要】 
申立人ら（20 歳代の男性２名）は、自宅のトイレが詰まったため、インターネットで検索

して、一番上に出てきた「950 円〜」、「980 円〜」と安価な代金を表示していたウェブサイ
トのフリーダイヤルに電話して、詰まりの解消修理を依頼しました。相手方（水回り修理事
業者）からはすぐに折り返しの電話があり、これから行くと言われましたが、代金や具体的
な作業内容はわかりませんでした。自宅を訪ねてきた相手方はすぐに修理を始め、詰まりが
解消しないと言って次々に修理方法とその代金を提案してきました。申立人らは、はやく詰
まりを解消したいと焦って、その都度了承し、その結果、高額な代金（25 万円）を請求され、
支払うことになってしまいました。 

翌日、インターネットで事業者の評判や修理代金の相場を調べたり、親や知人に相談した
りして、支払った代金は高すぎると思い、消費生活センターに相談しました。８日以内にク
ーリング・オフ通知を出しましたが、相手方がこれを認めなかったため、紛争になりました。 

 
【あっせん解決の内容】 
 委員会では、本件契約は、特定商取引に関する法律（以下「特定商取引法」といいます。）
で規定する訪問販売に該当し、同法第９条に基づくクーリング・オフができると判断しまし
た。その結果、申立人ら及び相手方事業者双方で、既払金の返還及び債務不存在の確認を行
う合意が成立しました。 

【問合せ先】 

東京都消費生活総合センター 

           活動推進課 

  電話：０３－３２３５－４１５５ 

 

★ インターネットで安価な代金を表示していても、修理中に高額な代金を提示してくる事
業者がいます。広告の安価な代金をうのみにせず、信頼できる複数の事業者に作業内容と 
代金の相場を確認してから修理を依頼しましょう。 

（マンション等集合住宅に住んでいる場合）まずは管理会社に連絡を    
（一般住宅に住んでいる場合）東京都指定排水設備工事事業者等を参考に⇒   
 
★ 日頃から、流せると記載されているものでも、流せる分量かどうかをあらかじめ確認し

たり、それでも詰まった時は、事業者を呼ぶ前に市販のラバーカップを試すなど、トイレ
の使い方に気を付けましょう。 

 
★ 途中でおかしいと気付いたら、事業者に作業を止めてもらい、消費生活センターに相談

しましょう。また、作業が完了して支払いが済んだ後でも、諦めずに相談してください。 

消費者へのアドバイス －ネット広告をうのみにしないで相場の確認を－ 

   

 



東京都消費者被害救済委員会における審議の概要 

東京都消費者被害救済委員会は、都民の消費生活に著しく影響を及ぼし、又は及ぼすおそれの 
ある紛争について、公正かつ速やかな解決を図るため、あっせん、調停等を行う知事の附属機関です。 

◆ 主な審議内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 同種･類似被害の再発防止に向けて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本件の詳細は、報告書をご覧ください。 

１ 本件は特定商取引法の訪問販売に該当する。 
インターネットの広告を見て修理を依頼した申立人らに対し、相手方は申立人らの自宅

において、作業内容・代金の説明を行い、各工程の都度申立人らから了承を得た上で、作業
を開始している。このことから、本件は、営業所等以外の場所で役務提供契約を締結して行
う役務の提供に該当するため、特定商取引法第２条第１項第１号の訪問販売に該当する。 

 
２ 本件は特定商取引法第 26 条第６項第１号の適用除外（※）に該当しない。 

申立人らは、「950 円～」、「980 円～」というウェブサイト上の表示を見て修理を依頼

したが、広告には総額や上限額、具体的な作業内容が分かる記載はなく、また、電話で修

理を依頼した際にもそうした説明はされていなかった。 

特に代金は、契約の成立に必要不可欠な要素であるが、申立人が事前に知り得た金額と

実際の代金（25 万円）との間には、約 250 倍という相当の開きがある。依頼した段階では

契約の主要部分が確定しておらず、申立人らは、安価な金額での修理を依頼したのであっ

て、最終的な作業内容・代金による契約をする意思を有していたとは言えない。よって、

特定商取引法第 26 条第６項第１号で規定する「役務提供契約の申し込みをし」又は「役務

提供契約を提供することを請求し」た者には当たらないため、適用除外に該当せず、同法

第４条から第 10 条までの規定の適用を受ける。 
 ※販売業者等が自らの意思に基づき住居を訪問して販売を行うのではなく、消費者の「請求」に応じて行うその住居に

おける販売等は、クーリング・オフ等の規定が適用除外となる。 
 
３ 本件はクーリング・オフが成立する。 

本件は、上記１及び２により、特定商取引法第９条のクーリング・オフの適用を受ける。
申立人らは契約を締結した日から８日以内に解約通知を送付していることから、クーリン
グ・オフは成立する。 

１ 事業者に対して求めること。 
(1) 緊急性の高い契約については、消費者は冷静に考えることが困難な状況にある。事業

者は、不当景品類及び不当表示防止法等法令の規制に則ることはもとより、消費者の目
線に立ち、信義則に従った公正な広告表示を心がけることが求められる。 

(2) 現場に赴く前に、消費者に対して可能な範囲で契約の内容（特に主要部分と考えられ
る代金や作業内容）を具体的に説明する必要がある。また、現場においても、作業開始前
に見積りを口頭で伝えることはもちろん、書面で提示することが求められる。 

 
２ 消費者に対して求めること。 
(1) 不慣れで緊急性の高いトラブルの場合、一刻も早くトラブルを解消したい気持ちにな

り、想定を遥かに上回った高額な契約をしてしまうことがあり得る。消費者自身が、平
時から広告の読み方に気を付けるなど、広告の情報を単純にうのみにしないリテラシー
を身に付けていくことが望ましい。 

(2) 事業者に積極的に作業内容や見積額を確認する、修理前に見積書をもらう、修理の途
中経過を見届けるなど、事業者任せにしないことが重要である。日頃から修理を依頼で
きるところを探しておき、いざトラブルが生じたときに慌てないようにする必要がある。 

 
３ 行政に対して求めること。 

(ｱ)修理事業者に対して、消費者との公正かつ適正な契約の締結を促す措置を取るよう注 
意喚起し、(ｲ)広告の不当表示が疑われる事業者に対する規制、法執行を強化し、(ｳ)トイ
レの詰まりの修理対応について消費者に必要な注意喚起をするなどして、被害の拡大を未
然に防ぐ方策を実施することが求められる。 



令和３年10月15日現在

学識経験者委員 （１６名）

　 石 川 博 康 東京大学社会科学研究所教授

大迫 惠美子 弁護士

大 澤 彩 法政大学法学部教授

角 紀代恵 立教大学名誉教授／弁護士

鎌 野 邦 樹 早稲田大学大学院法務研究科教授

後 藤 巻 則 早稲田大学大学院法務研究科教授
会長代理／
本件あっせん・調停部会長

菅 富 美 枝 法政大学経済学部教授

髙 木 篤 夫 弁護士

中 野 和 子 弁護士

野 田 幸 裕 弁護士

平 野 裕 之 慶應義塾大学法科大学院教授

洞 澤 美 佳 弁護士 本件あっせん・調停部会委員

宮 下 修 一 中央大学大学院法務研究科教授

村 千 鶴 子 東京経済大学現代法学部教授／弁護士 会長

山 口 廣 弁護士

山口 由紀子 相模女子大学　副学長・人間社会学部教授

消費者委員 （４名）

佐野 真理子 主婦連合会　参与

　 西 澤 澄 江 東京都地域消費者団体連絡会　参与

星 野 綾 子 東京都生活協同組合連合会 常任組織委員

山 下 陽 枝 特定非営利活動法人東京都地域婦人団体連盟　副会長 　

事業者委員 （４名）

大 下 英 和 東京商工会議所　産業政策第二部 部長

大 畑 章 一般社団法人東京工業団体連合会　専務理事

加 藤 仁 東京都中小企業団体中央会 常勤参事

傳 田 純 東京都商工会連合会　専務理事

東京都消費者被害救済委員会委員名簿
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